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午前１０時 開会 

○堀口委員長 おはようございます。委員各位にお

かれましては、御多忙の折、御参集いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 ただいまから厚生文教常任委員会を開会いたし

ます。 

 本日の案件につきましては、本会議において本

常任委員会に付託をされました議案第４号「指定

管理者の指定について」、議案第６号「泉南市犯

罪被害者等支援条例の制定について」、議案第13

号「泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制

定について」及び議案第14号「泉南市国民健康保

険条例の一部を改正する条例の制定について」の

以上４件について御審査をいただくものでありま

すので、委員各位におかれましては、よろしくお

願いいたします。 

 なお、本常任委員会に付託されました議案につ

いては、委員会付託事件一覧表としてタブレット

に掲載いたしておりますので、御参照いただきた

いと思います。 

 それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨

拶のため発言を求めておりますので、これを許可

いたします。 

○山本市長 ただいま委員長のお許しを得ましたの

で、厚生文教常任委員会の開会に当たりまして、

一言御挨拶を申し上げます。 

 堀口委員長、添田副委員長をはじめ、委員の皆

様方には日頃から市政各般にわたり深い御理解、

御協力、時には御提案等々を賜っておりますこと

に対しまして、厚く御礼を申し上げます。 

 本日の委員会は、さきの本会議で本常任委員会

に付託をされました、先ほど委員長からございま

した議案第４号、議案第６号、議案第13号、議案

第14号の計４議案つきまして御審査をお願いする

ものでございます。 

 何とぞよろしく御審査をいただき、御承認を賜

りますようお願い申し上げまして、大変簡単では

ございますけれども、御挨拶とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○堀口委員長 委員及び理事者に申し上げます。質

疑及び答弁につきましては、インターネット中継

を御覧の皆様に発言が分かるよう、御起立いただ

きますようよろしくお願いいたします。 

 これより議案の審査を行いますが、議案の内容

につきましては、本会議において既に説明を受け

ておりますので、これを省略し、質疑から始めた

いと思います。これに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって審査

の方法については、提案理由並びに内容の説明を

省略し、質疑から始めることに決定いたしました。 

 それでは、これより議案の審査を行います。 

 初めに、議案第４号「指定管理者の指定につい

て」を議題とし、質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

○澁谷委員 おはようございます。すみません。厚

生文教常任委員協議会でお聞きしたんですけれど

も、ちょっと２点ほど聞き漏れていましたので、

再度お尋ねをいたします。 

 火葬場ですけれども、いろいろな審査内容の項

目の中でありまして、サービス向上についてとい

うような点が高かったと思います。その点で、利

用者のニーズを運営に反映させるために、常設の

利用者アンケートや、また専用のウェブサイトの

投稿を活用し、業者のヒアリング等を具体的に示

されている点の評価が高くされたと思うんですけ

れども、これらを参考に改善されたり、この５年

間で新たに見直しをされた点が、お分かりであれ

ば教えてください。 

 それと、地域貢献についてですが、これにつき

ましても、地元雇用や地元の経済などに配慮をし

たかということに対しまして、委託業務は地元に

お願いをしているというふうにありました。これ

について、どこに、どういう業務を委託したかと

いうことについても、分かれば教えてください。 

 以上です。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 それで

は、私のほうから、ただいまいただきました２点

につきまして御答弁申し上げます。 

 まず１点目、サービス向上についてですけれど

も、常設のアンケート用紙をお配りして、そして

利用者の方々の御意見を広く頂戴することが実施

されています。 

 そしてまた、新たに葬祭業者のヒアリング、各
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利用されている葬祭業者の方々から様々な意見を

頂戴するというふうなことで進めようとしており

ます。 

 そしてまた、接遇対応につきましては、これま

でも御遺族の心情に配慮をするような形で、様々

なサービスや、また事務をしていただいておりま

す。引き続きそのような取組をしてまいりたいと

いうふうに候補者のほうは述べております。 

 そして、地元の雇用であったり、また地元の

方々に対してですけれども、泉南・阪南市在住の

職員さんが現在２名いらっしゃいます。新たに来

年１月から１名採用されるというふうに聞いてご

ざいます。 

 また、地元区の方々によります草刈り、あるい

は清掃を業務委託しているということで、月２回

実施していただいております。 

 以上でございます。 

○澁谷委員 ありがとうございました。 

 施設内にサービスの中で、子どもさん用の粉ミ

ルクを作るための電気ポットが置いてあって、キ

ッズスペースがありますよね。あの中にはね。そ

れは分かるんですけれども、おむつ交換台とか、

授乳スペースというのは、そのところにあるんで

しょうか。それをちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 ただい

まのおむつを替える場所ですけれども、１階には

ございませんで、２階のプレイルームの一角に、

そのコーナーがございます。 

 以上です。 

○澁谷委員 そのスペースという広場ですけれども、

そのところにおむつ交換台とか、そういうものの

部屋があるわけですか。そこは授乳スペースにも

なるということですね。分かりました。ありがと

うございました。 

○楠委員 それでは、お聞きします。 

 審査項目及び評価の視点というところで、評価

をされているんですけれども、この中で、そう点

数として取り立てて低いところというのはないん

ですけれども、あえて言いますと、２－４の施設

機能についてと４の地域貢献についてで、管理経

費についてが若干ほかの項目よりちょっと低い点

数になっているかなと思いますので、評価された

方々で、ここが課題じゃないかと言われていると

ころを教えていただきたいというのと、今回指定

管理者のところ、１グループのみ応募ということ

で、引き続きこの団体ということなんですけれど

も、この代表構成員と構成員、２つに分けている

違いといいますか、どういう区別があるのかを教

えていただきたいと思います。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 それで

は、私のほうからは、まず１点目の審査項目の内

容についてですけれども、やはり委員会のほうか

ら総体的に高評価をいただいております。 

 中でも御指摘でいただいています管理経費につ

いてですけれども、やはり物価上昇等、燃料も含

めて上昇等がございまして、そして５年先まで、

それを読み通すといいますか、予想するのが難し

いという状況で、管理経費については苦慮されて

いるのかなというふうに思います。 

 収支計画書のほうで確認しているんですけれど

も、やはり先まで読めないという状況があって、

このような状況になっております。 

 そして、イージス・グループ有限責任事業組合

と伸和サービスの役割分担について御答弁申し上

げます。 

 まず、イージス・グループのほうにつきまして

は、管理運営マネジメント、そして日常業務等、

火葬炉維持管理について分担を担ってございます。 

 そして、伸和サービスにつきましては、火葬炉

を除く施設の管理であるとか、あるいは設備の維

持管理、機械警備等を担当しているというふうに

なってございます。 

 以上でございます。 

○楠委員 あと、サービス向上のところで、動物火

葬のところなんですけれども、火葬のみが多く、

お別れ時に悲しみの深い方が多いということなん

ですけれども、集団といいますか。まとめという

言い方もあれなんですけれども、何体か一緒に焼

かれる方と個別で、焼かれる方がいてるかと思う

んですけれども、割合というか、数が分かれば教

えていただきたいなというのと、金額、個別で火

葬されますと、金額的にも泉南市内、阪南市内に

お住まいの方が火葬される金額と、あまり変わら
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ないような金額だったんじゃないかなと思いまし

て、家族としてやっぱり扱われるといいますか、

火葬を望まれる方もいてると思うんですけれども、

炉自体は別で、動物用があると思うんですけれど

も、若干費用が高いんじゃないかなと思ったりす

るんですが、この辺、どうなのかをちょっとお聞

きしたいと思います。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 ただい

まの動物火葬につきまして、御答弁申し上げます。 

 まず、割合についてはちょっとお時間いただき

たいと思います。動物が集まって集合して火葬す

る場合は、25キロ集まったら火葬するというふう

になってございます。 

 値段的なことにつきましては、やはり近隣稼働

しているところの価格を参考に決めているという

ふうになっております。 

 以上でございます。 

○井上委員 それでは、指定管理の応募者について

ということで、今回１グループのみの応募だとい

うことで、少し楠委員の質問と重複するところも

あるかもしれないんですけれども、今回まずその

１グループしか応募がなかった理由について、ど

のように分析されているのか、ちょっと教えてい

ただきたいというところがまず１点です。 

 それと併せまして、僕自身、この設立当初の背

景をあまり詳しく承知しておりませんので、ちょ

っと教えていただきたいんですけれども、こうい

った今回グループでの応募ということで事務組合

というものが、この下の別表のほうにも書いてい

ただいているんですけれども、いろいろな会社さ

んが、こういった事務組合をつくって、このよう

なグループとして指定管理として維持管理運営を

していくということが一般的なのか、そういった

ところに関してもちょっと教えていただきたいと

思います。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 ただい

まいただきました２点につきまして、御答弁申し

上げます。 

 まず、１グループしか応募がなかったというこ

とでございますけれども、やはりプロポーザルに

参加する、その資料の作成が結構手間な部分がご

ざいます。そして、新たに参入するには、やはり

いろんな工夫が必要になってきますので、そのエ

ネルギーを考えたら、今の状況になっているのか

なというふうに考えてございます。 

 また、８社で組合をつくっているわけですけれ

ども、これにつきましては、2005年８月１日から

有限責任事業組合の契約に関する法律が制定され

てございまして、最近、新しいこのような事業形

態が増えているというふうに聞いてございます。 

 その中で、特徴としまして３点ほどございます

けれども、構成員全員が有限責任で、出資額の範

囲で責任を負うというのが１つ目。２つ目としま

しては、損益や権限の分配を自由に決めることが

できるなど、内部維持が徹底されている。そして、

構成員の課税、パススルー課税の適用を受けるこ

とができるというふうなことになってございます。 

 以上です。 

○井上委員 ありがとうございます。 

 こういった事務組合での形態が増えてきている

という傾向だということで、ありがとうございま

す。 

 続いて、頂いている資料の４ページ目の審査項

目及び評価の視点というところと提案内容の概要

というところなんですけれども、こちらは、今回

応募するに当たって提出をいただいた資料だとい

うふうに思っているんですけれども、今回はたま

たまこの１グループのみで、引き続き同じ事業者

さんということで、今回御提案いただいておりま

すので、この提案内容に書いていただいているこ

とも、既に現状やっていただいていることを書い

ていただいていることも多いのかなと思うんです

けれども、今回提案していただくに当たって、新

たにここに提案していただいている内容というも

のがもしあれば、ちょっと教えていただきたいな

と思います。 

 そして、もう少し細かくお聞きしたいのが、５

ページ目の一番右上の四角に書いていただいてい

ます斎場事業ＢＣＰの策定というところで、いわ

ゆる業務継続計画というところの策定なんですけ

れども、これはもう現状策定済みなのか、今後こ

れを策定していくということなのか、ちょっとこ

の点に関しては教えていただきたいなと思います。 

 以上です。 
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○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 まず、

提案の１点目ですけれども、新たな提案につきま

しては、幾つかあるわけじゃなくて、少数です。 

 まず、常設の利用者アンケートを今、紙ベース

で記載していただいているんですけれども、それ

をＱＲコードによるスマートフォンでの端末によ

って回答ができるというふうになってございます。 

 その他、提案があるんですけれども、今後この

指定管理の指定が成立しましたら、１月にまた協

議して、具体的なことについて詰めていきたいと

いうふうに考えてございます。 

 そして、斎場事業のＢＣＰですけれども、これ

については、過去の部について少し確認しますの

で、お時間いただきたいと思います。 

 先ほど楠委員のほうから割合について動物火葬

の指定、個別と集合の割合について、これは11月

の結果ですけれども、個別の件数が17件でござい

ます。全てで64体ございまして、そのうち個別の

火葬が17件というふうなところでございます。 

○井上委員 ありがとうございます。 

 また、ＢＣＰに関しては後日教えていただけた

らと思います。 

 こちらの泉南阪南斎苑管理グループさんのほう

で、火葬場のほうも以前に御案内いただいて見学

もさせていただいていまして、非常にきれいな建

物で、すごく丁寧な御案内をしていただいたなと

いうふうに思っておりまして、すごく好印象を持

っているんですけれども、今回もこの評価点とい

うところから見ましても、先ほどもおっしゃって

いただいていましたが、非常に高得点なのかなと

いうふうにも思っております。 

 ただ、今回も応募が１グループであったという

ことで、今後も継続的に続いていかれる可能性も

十分にあるということで、やはりそんな中で１点

気になるところは、現状として非常に良いサービ

スを提供していただいていると思うんですけれど

も、やはり市民さんにとってはこのサービスが、

しっかりと継続していただくということが、非常

に重要なことかなと思います。 

 できれば、継続以上に右肩上がりでサービスに

関しては向上していただく必要もあるかなと思う

んですけれども、長く指定管理を受けていただく

に当たって、やはりそのサービスの担保というと

ころを、行政としてどのようにお考え、取り組ん

でいただくのか、ちょっと教えていただきたいな

と思います。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 それで

は、サービス向上につきまして御答弁申し上げま

す。 

 まず、やはり長く続きますとマンネリ化等が想

定されます。それについては、やはり毎月、月次

の報告のミーティングがございます。その中で、

細かいことも含めて打合せをして、マンネリ化に

ならないように工夫しているところでございます。 

 以上です。 

○河部委員 もう質問は控えようかなと思っていた

んですけれども、ちょっと何点か聞きたいなとい

うところがございます。 

 今回のこの火葬場は、令和元年から稼働して、

この５年指定管理で任せてきて、今年度末で一応

期限が来るので、令和６年から新たに指定管理を

するということで提案をされているということで

すよね。 

 この間、コロナ禍で、令和元年以降半分以上が

コロナ禍による火葬場運営だったと思うんですけ

れども、コロナ禍になって、コロナによって残念

ながらお亡くなりになったという方もおられる中

で、当初は、もうそういう方が病院で亡くなられ

たら、もう即そのまま、もう遺族に会うこともな

く火葬場に行くというような状態もあったと思う

んですよ。 

 その辺、この火葬場を運営されている事業者さ

んとかは、例えば遺族の方とのお話であるとか、

トラブルであるとか、人の顔を見たいとか、そん

なことも含めて、そういう状況もあったのと違う

んかなと思うんですけれども、何か、そういう状

況をお聞きになっていれば、ちょっと教えていた

だきたいなというふうに思います。 

 それと、調査項目の３つ目に、市民の平等利用

の確保についてという項目があって、その中に心

づけなどの金品授受の禁止という項目があるんで

すよ。 

 火葬場に来る前には、必ず葬儀を出す御家庭は、

多くはやっぱり葬儀会社、葬祭業に依頼をして病
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院から自宅に連れてくるなり、直接葬儀場に連れ

て行くということで、必ずそういう葬儀会社が入

っていると思うんですけれども、僕も何回かそう

いう葬儀を出したこともありますし、そういうこ

との相談も受けたことがあるんですけれども、葬

儀会社というのは、大体１つのパックになってい

て、その中には火葬場費とか、葬儀場、会場費と

か、いろんな費用項目があって、基本ベースの中

に火葬場の係員さんに対する諸費用みたいなやつ

も組み込まれていたと思うんですけれども、この

火葬場業者さんは受け取らへんということになっ

ていたとしても、葬儀会社、受けた葬儀会社が、

そういうものをパックで一部入れている場合があ

ると思うんですけれども、そういう場合は、その

火葬、この業者が火葬場業者が受け取っていない

のかどうかという確認は、どんなふうにされてい

るのか、ちょっと疑問に思ったので、ちょっとお

聞きをしたいなと。 

 それと、先ほど井上委員の質問で、ＢＣＰの計

画の策定について、今現在あるのかどうか、確認

してまた後日という話でしたけれども、これは今

回の指定管理の委員会を開いて審議する中で、こ

れは宮阪部長も一応当該委員として出ておられま

すけれども、ここの項目については、やっぱり一

定その審査の中身の項目として確認しているはず

なんですよ。 

 だから、今後策定していきますよということの

提案なのか、策定されているという前提での提案

者からの、今回の受託者からの提案なのか、その

辺は宮阪部長、聞いておられると思うんですけれ

ども、今、分からないというのは、ちょっと僕は

答弁としては成り立たないのと違うのかなと思う

んですけれども、その辺どうですか。 

○宮阪市民生活環境部長 ＢＣＰの件なんですけれ

ども、令和元年、前回のときはＢＣＰの提案とい

うより、地元に管理する責任者を住まわせるとい

うような提案でございました。 

 それですぐに駆けつけて、あとは幅広くやられ

ている事業者さんですので、大阪府内の近いとこ

ろから人を呼ぶというような御提案でした。 

 今回ＢＣＰを作成するということですので、新

たに作成するということで我々は審査をしており

ます。そのＢＣＰの中には、防災備蓄品の設置、

館内に60人分を３日間の非常用備蓄、水とか食料

を設置するであるとか、こういったことは新しい

提案になっておりますので、新しい提案として審

査をしております。 

 細かいＢＣＰ計画自体は、我々はちょっと目に

しておりませんので、もしかしたらベースとなる

ものはつくられているかも分かりませんけれども、

我々とはちょっと共有できていない状態にありま

したので、新しい提案として審査はさせていただ

いております。 

 先ほどの井上委員の前回の業務と今回の違いと

いうことで、少しだけという話でしたが、今言い

ましたような備蓄品であるとか、あとは要望メモ

というものを職員が必ず携帯していて、お聞きし

た内容をメモして、それを生かせていくというよ

うなことも、新たに取り組むというような内容で

あるとか、あと設置する、利用者の利便性の向上

のために設置するものとして、ベビーカーであっ

たり、利用されるおむつ、絵本等も置くというよ

うな内容もございますし、あと専用ウェブフォー

ムで、市民ニーズを確認していくといったところ

が、大きく前回からの提案から増えている内容と

いう形になっております。 

 もう１つ、ＳＤＧｓへの取組というのも、新た

な内容として今回記載をしていただいております。

女性雇用であったり、高齢者、障害者の雇用、あ

るいは人権研修の実施、こういったところにも、

しっかり取り組んでいくというような提案がござ

いましたので、その上で審査をしたということに

なっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 先ほど

のＢＣＰにつきましては、ちょっと私、資料を確

認しましたら、独自で作成済みとなってございま

す。失礼しました。作成されてございます。 

 コロナ禍の際には、病院から直送されるケース

がございますけれども、御遺族の方々におきまし

ては、５名まで火葬に立ち会うことができるとい

うふうな配慮をしてございます。 

 そして、葬祭業者の金品の件でございますけれ

ども、実際、指定管理者がそういうふうな金品が

受注されるということは、仕様書の中では禁止さ
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れている事項になってございます。 

 ですので、葬祭業者としては、そのパックの中

に入っていると思いますけれども、その辺につい

ての確認を我々はする必要はないのかなというふ

うに考えてございます。 

 以上です。 

○河部委員 ありがとうございます。 

 さっきＢＣＰの関係ですけれども、ちょっと井

上委員の質問を取って申し訳ないんですけれども、

これは改めて計画策定されている現時点のものが

あれば、やっぱり見たいなという気はするんです

よ。今いろいろおっしゃいましたけれども、特に

あそこは山の中に建設をされておりますので、最

近のゲリラ豪雨とか、集中的に大雨が降ったとき

なんかは、非常にあそこちょうど車で、ほとんど

行かれると思いますけれども、坂になっているの

で、もう大雨のときなんか滝のように雨が流れて

くるのと違うかなと思うし、その辺、委員長もよ

く地形は御存じやと思いますけれども、そういう

ものも含めて、近年のそういう大雨に対応した、

例えばそうなったときに、本当に業務が継続され

るのかどうかということも含めて、やっぱり本来

であれば盛り込んでいく必要もあるし、当然盛り

込まれているのかなというふうには思いますけれ

ども、そういう点も含めて一度ちょっと見たいな

と思うんで、提出できるんであれば、よろしくお

願いします。 

 あと、コロナの関係については、非常にやっぱ

り火葬場を運営する側も感染防止をしながらの対

応になったとは思うんで、その辺、臨機応変に対

応していただいているなというふうにも思いまし

たので、今後新たにどんなことが、起こるかも分

かりませんので、その辺ぜひ市も連携を取って、

より市民ニーズに対応した形で運営されるように、

またよろしくお願いしたいと思います。 

 心づけ、金品の授受の関係については、ちょっ

とよく分からへんなと。だから、業者と火葬場と

の間でやっているやつやから、市としては、受け

取りは当然禁止にしていますよということやけれ

ども、受け取っているかどうかのところまでは、

やっぱり市としては、あまりちょっと関与できな

いというような答弁にも聞こえたんですけれども、

だから、その辺、禁止していても、パックとして

入っている場合もありますので、じゃ、そういう

場合は、例えばお亡くなりになった御遺族の方に、

ここの火葬場はもう一切そういう金品は禁止して

いますので、渡さないでくださいねというところ

まで言うべきなのかどうなのか。 

 ほとんどの家庭は、もうそんなときは、もうこ

んだけ必要になりますよということで、提案され

たら、もうそれでお支払いしているパターンが多

いのかなと思うんで、ちょっとこういう項目が入

っていたので、改めて確認をさせてもろうたんで

すけれども、その辺、何かあればお答えいただき

たいなと。 

○宮阪市民生活環境部長 この火葬場の中における

会計につきましては、このグループ会社の中の本

社による監査があるというふうな提案になってお

りまして、そういった金品の授受についてはない

と、しないということの方針でございますので、

その辺りは、また館内にそういうことが掲示でき

るのか、それとあと、葬祭業者とも我々はふだん

から打合せというか、連絡を取り合っていますの

で、そういうことのないよう、受け取らない施設

なので、そういうことを利用者の方に請求しない

ような形の明確な明細書といいますか、そういう

ものを出していただけるようには、お願いしてい

きたいというふうに考えております。 

○堀口委員長 ＢＣＰの分は資料、委員会のほうに

提出してください。後日で結構です。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 候補者

のほうと協議させていただきまして、前向きに提

供できるように考えたいと思います。 

 以上です。 

○堀口委員長 ちょっとこれ、申し訳ないけれども、

そのＢＣＰ、ここの業者さんが決める分なんやけ

れども、あくまで公共施設なんで、泉南市とどう

いうふうな形で連携していくのかというところも

含めて、ある程度協議されているべきやと僕は思

うんやけれども、そこら辺はちょっとまた何かの

機会でまた御説明いただきたいなと思うんで、ま

たその辺はお願いしておきます。 

○岡田委員 よろしくお願いいたします。 

 安全管理等に関することの中で、ちょっとお聞
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きしたいと思うんですが、場所が場所だけに、停

電があったら困ると思うんですが、ここは自家発

電などはあるのかどうか、お聞きしたいと思いま

す。 

 それと、提案額についてですが、20点満点とい

うことで、ここは５年前に比べてどれぐらい上が

ったのか、分かればお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 停電時

の対応につきましてですけれども、自家発電によ

る運転でカバーすることになっております。72時

間の運転が可能となってございます。 

 それと提案額ですけれども、前回と比べまして

物価あるいは燃料の高騰によります増加によりま

して、24％の増加となってございます。 

 以上です。 

○岡田委員 ありがとうございます。 

 自家発電があるということで、じゃ、停電のと

きでも火葬できるということで、分かりました。

よかったです。 

 それと提案額のところですが、24％上がったと

いうことで、これでも上限額を超えていなかった

ということで理解していいのかどうかというのを

お聞きしたいのと、あとサービスとのバランス、

それも十分取れているのかというのを、以上よろ

しくお願いいたします。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 上限額

を超えますと失格となりますので、越えてござい

ません。 

 それとサービスにつきましては、現在履行され

ている内容に対して、市としては不服等はござい

ませんので、確保されていると。 

 また、利用者アンケートの皆様の御回答も、非

常に良かった、あるいは良かったという感想

が100％になっておりますので、特に問題ないと

いうふうに考えてございます。 

 以上です。 

○宮阪市民生活環境部長 利用者アンケートについ

て、ちょっと補足させていただきます。 

 ３項目、利用者アンケートを取っておりまして、

これは令和４年度のペーパーで取ったものでござ

いますけれども、職員の身だしなみ、説明、対応

については非常に良かったが78、良かったが23、

これは令和４年度１年間ですけれども、気になる

ところがあるか０というような形です。 

 入場時のお迎えや礼儀、接遇については非常に

良かったが77、良かったが24、気になるところが

あるが０で、施設を利用されて利便性などはいか

がでしたかというところによりますと、非常に良

かったが62、良かったが27で、気になるところが

あるというのが12ございました。気になるところ

の内容につきましては、指定管理者からいろんな

意見があったということは上がってきていまして、

その中にはたばこが吸えないとか、携帯電話がつ

ながらない、あと周りに飲食店がないので、軽食

や喫茶的な施設があればということと、山道まで

の草が車道まで伸びていて危ないとか、こういっ

た施設の利用に関してではなくて、状況に対して

の気になるところということでございまして、指

定管理者自身の責任によらないところが多くござ

いましたので、我々としては、今現在十分な施設

運営をしていただいているという認識でございま

す。 

○堀口委員長 いいですか。今携帯電話とか、道路

とかという話がありましたけれども、これはその

担当部局とかと情報共有とかというのはされてい

るのかな。されていないよね。されているんです

か。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 担当部

局といいますか、現在まだ改善されていないんで

すけれども、ただ全て駄目じゃなくて、やはり電

波が入りやすいエリアがあります。それを指定管

理者は、しっかりとこの辺りでは、電波が強いで

すというようなことを示していく必要があるのか

なと。それをちょっと配慮をする点、今後改善し

てまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○堀口委員長 要は何が言いたいかというと、道路

を行く途中、当然草が生えていて、霊柩車が避け

て走らなあかんという状況というのは、当然その

所管する部局というのがあると思うので、そこに

対してきちっと言ってほしいというのと、それか

ら携帯電話がつながらないということは、これは
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公共施設でつながらんというのは実はこれ物すご

い問題やと思うんで、例えば泉南市から各携帯キ

ャリアなんかに、基地局の設置を申し入れすると

かいうやり方はあると思うんです。 

 実際に確かにあそこに行ってドコモが全くつな

がらへん状況やったりするんで、ただグラウンド

まで降りたら若干つながるとか、そういうのはあ

ると思いますけれども、でも、その辺はちょっと

一定何らかの改善策というのは泉南市のほうから

提案しないと、携帯キャリアというのは多分動か

ないと思うので、またその辺はちょっとお願いし

たいなと思います。 

○宮阪市民生活環境部長 様々な関係部局と調整し

て解決に向かって協議していきたいというふうに

考えております。 

○添田副委員長 すみません、動物火葬について１

点だけ確認したいんですが、飼い主の分からない

犬猫等の野生動物の死体が、例えば道路上とかに

放置されていた場合については、こちらの火葬場

で火葬されるのか。ほかの自治体とかであれば、

ごみ焼却場の場合もあると思うのですが、当市の

場合はどうなっているのか、お答えください。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 道路上

に動物が死んでいると、そういうものにつきまし

ては、道路管理者のほうによって火葬場のほうに

持ってきてくれております。減免対象となってお

ります。 

 そして、イノシシ等、油分が多い動物について

は、焼却場のほうで処分されております。 

 以上です。 

○添田副委員長 犬とか猫はここの火葬場だという

ことですね。 

○堀口委員長 以上で本件に対する質疑を終結いた

します。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号「泉南市犯罪被害者等支援条

例の制定について」を議題とし、質疑を行います。

質疑はありませんか。 

○澁谷委員 よろしくお願いいたします。 

 初めて、泉南市ではこの条例をつくるというこ

とで制定をされるわけですが、厚生文教常任委員

協議会のときに確認をしたんですけれども、例え

ば市の責務として、支援のための施策を策定する

というふうに、そしてまた推進もしていくという

ことですけれども、総合的な支援体制の整備につ

いては、関係する機関と連携して、円滑に行うこ

とができるようにしていくということですが、関

係部局というのはどういうところを考えておられ

るのか。 

 また、どのように整備をされていくのか、物す

ごく複雑な被害も、いろんな犯罪がありますし、

被害者もいろんな方がおられるし、大変複雑なこ

の支援体制になってくると思うんですけれども、

ここら辺の整備を泉南市としてどのようにされて

いくのかということが１点です。 

 かつて厚生文教常任委員協議会のときに、相談

窓口は生活福祉課に置くというふうに言われたと

思うんですけれども、被害者の支援のための施策

は、心身ともに生活が、元の平穏な生活に戻るま

で支援をし続けられるということで、期間的にも、

すぐにというんじゃなくて、何年もかかる場合も

あるかと思うんですけれども、このときに生活福

祉課に窓口を置いて生活福祉課が、いろんなとこ

ろと連携を取りながらそれをやっていくんでしょ

うけれども、物すごく窓口の相談に対しても、そ

こに来られたら、生活福祉課の窓口に、いろんな

相談をされるのか、そこら辺のこともちょっとそ

ういう相談窓口、いわゆるワンストップの窓口み

たいなものが私は必要かと思うんですけれども、

そこら辺についてもお聞きをしたいと思います。 

 それから、府内にもいろいろなそういう窓口が

あると思いますが、その相談窓口、電話で相談で

きる窓口というのはあるのでしょうか。 

 それと、基本理念では、被害者の支援は個人の

尊厳、人権が尊重されるようにということで、す

ごくやっぱり一番大切なのは、その被害者の方の
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人権ですよね。 

 その人権に対して尊重されるように配慮してい

かないといけないと、二次被害が生ずることのな

いように十分配慮をして、市としてもその支援の

内容を考えていく必要があるとありましたけれど

も、二次被害を防ぐために市としては何が大切だ

と思っておられるのか。また、どんな配慮が必要

と考えておられますか、そこの点についてお聞き

いたします。 

○竜田福祉保健部次長兼生活福祉課長 幾つか質問

をいただきましたので、順番にお答えさせていた

だきます。 

 まず１点目の、この関係部局いうところなんで

すけれども、こちらにつきましては、現在も質問

の中にもありましたけれども、生活福祉課におい

ては生活困窮状態で相談に来られたときに、その

相談、話の内容でいろいろ障害福祉課であったり、

長寿社会推進課、あるいは住宅問題で困っていれ

ば、住宅担当課というところに話をつなぎ、一緒

に行ってつないでということをしておりますので、

そちらにつきましては、同じくその相談内容でも

う本当にその当事者に必要のあることということ

で、もう庁内の全ての課でありますとか、あとは

庁外ですと保健所であったりとか、あとは場合に

よってはいろいろ病院とも連携は取っていますの

で、そちらのほうにもつないでいってということ

で考えております。 

 ２つ目なんですけれども、この相談、ワンスト

ップの窓口になるのかというところなんですけれ

ども、こちらも状態が困って、一旦どこに相談し

たらいいのか分からないという状態であれば、ま

ず窓口である生活福祉課に寄っていただくと、そ

こで当事者のお話を聞かせていただいて、例えば

心の問題でということであれば、泉南市であれば

担当課、障害福祉課になろうかと思いますので、

そちらのほうにつないだりとか、その方にとって

困っている問題で、一番必要な部署につないでと

いうことを想定しております。 

 あと、質問にもありましたように、なかなかそ

の方のケアというのは長期にわたるというところ

もありますので、こちらにつきましては、一定期

間ごとに連絡といいますか、状況を確認した上で

というところを考えております。 

 次に、府の窓口、相談窓口というところなんで

すけれども、こういう事態が起きたときに調べま

すと、大阪府警でもいろいろ相談窓口もつくられ

たり、あとは大阪市内にも、こういう問題に特化

したＮＰＯ法人があったりしますので、今後は連

携、連絡を取りまして、そちらのほうと問題解決

に取り組んでいきたいというふうに思っています。 

 それから、二次被害、それを防ぐための施策と

いいますか、こちらにつきましては、条例制定後

なんですけれども、やはりそういう方に問題が起

きないように、こちらはもうあくまでも市民さん

であったり、事業者さんに協力を得て、啓発を持

ってその方の二次被害に至らないように、そうい

う研修であったり、啓発を続けていくということ

で考えています。 

○澁谷委員 ありがとうございました。 

 犯罪被害者が置かれる状況というのは、体に出

てくる場合がりますよね。それからまた心、また

考え方自身も変わってきたり、また日常生活も変

化したり、またそれは仕事とか、学業とか、家事

とか、中には生計者がそうなりますと経済的にも

大変とか、住まいとか、また人間関係とか、いろ

んな形で一番経済的な負担、そしてまた司法との

関わりとか、今までやったことのない裁判所の手

続とか、いろいろな問題が一遍に押しかかってく

るわけですよね。 

 生活福祉課が窓口で、いろんな方と提携、連携

を結んで、その人が立ち直るまでするということ

なんですけれども、なかなかこれからやってみな

いと分からないんですけれども、一番心配してい

るのは、もう被害に遭われたことをどうこうとい

うのは、この市役所として、そのことに対して補

償金とか、見舞金とか、それをきちっとお支払い

することが、まずできることですけれども、一番

大事なことは、先ほども言いましたように、基本

理念に掲げているように、やっぱり犯罪被害者の

個人の尊厳が損なわれないように、また守られる

ように、尊重されるようにということで、例えば

窓口対応とか、例えば被害に遭われた方が、いろ

いろな状況をするために、各関係部署とか連携を

きちっとしていないと、もうたらい回しのように
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いろんなところに行って、また一から同じことと

いうのが嫌な性的被害とか、いろんなものもある

でしょうし、そういうことを未然に防ぐ何か政策

とか、そういうマニュアルとか、また窓口の方が

職員さんがそのことによって、自分も負担になっ

て自分の言った一言がとかいうふうに、お互いに

双方に物すごく、これ大切な問題だと思うんです。 

 そういった意味で、私ちょっと昨日調べてみた

ら、これは福岡県でやっていますけれども、犯罪

被害者からの回復のためにという、こういうマニ

ュアルをつくられて、これは県でつくられている

んですけれども、本当に遭ったことのないことを、

自分が経験したことのないことを、職員さんたち

が、その人たちに寄り添ってやっていかないとい

けないので、そういう意味では、いろんなところ

を調べながら、またそういう職員さんに対してマ

ニュアル的なものも必要じゃないかと思うんです

けれども、その窓口も含めて、いかがでしょうか。 

○竜田福祉保健部次長兼生活福祉課長 委員御指摘

のとおりだと思っております。こういうことを、

もう通常の人が経験しないことをしてしまうとい

うことで、そちらの対応につきましては、今、大

阪府もこういう条例ができて、対策も取られてい

ますので、研修であったり、そこにも職員を派遣

して、そういう対応の仕方を再度学んでいくとい

うところも考えておりますし、あとは、市の対応

する施策というところも、条例で書かせていただ

いていますので、今、現在も生活困窮の方に対す

る対応というのは、我々の課では対応はあるんで

すけれども、やはりこういう経験したことのない、

犯罪被害者に対して、どういうふうに連携してつ

ないでいくかと、そちらにつきましても今後、そ

ういう流れといいますか、マニュアルというのを

先行自治体の例を参考にさせていただいて、つく

っていかないといけないというふうに考えていま

す。 

○澁谷委員 ありがとうございます。 

 ぜひお願いをします。私自身もそういう第二次

被害を、そういう人と接したときに与えるかもし

れない可能性もあるわけですよね。 

 そういう意味では、やっぱりこの中に今回制定

するに当たって、支援の内容は、今先ほど言いま

したけれども、市民また事業者の責務というとこ

ろで、市民の責務としても、基本理念にのっとり、

また人権を尊重してということですよね。平穏な

生活を害することがないように、十分に配慮をす

ると。 

 また、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者

等の支援のための施策に協力するように努めなけ

ればならないと。協力するということも、その市

民にとってはどういうふうに、それこそ幸いなこ

とに、こういう被害者の方、今まで泉南市にいな

かったんですよね。 

 なので、今回、本当にこういうことを使わなく

てもいいように、この見舞金とか出さないで済む

のが一番幸せなことですが、もし万が一、そうい

うふうになった場合は、そういう市民さんに対し

ても、職員さんに対しても、啓発というのが物す

ごく大事になってくると思いますので、専門家の

心理士さんとか、そういう方たちのアドバイスも

いただきながら、こういう場合はこういうふうな

励まし方をしたら、かえって傷つくんだとか、い

ろいろ読んでみたら、そうなんやなと、私もこん

なことでも言うてきたなとか思うこともたくさん

ありまして、ぜひマニュアルをつくっていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○河部委員 それでは、ちょっと質問させていただ

きます。 

 今回のこの条例制定については、国の犯罪被害

者等基本法に基づいて提案をされているわけです

けれども、この法律自体は、国においては平成16

年に成立をしているわけですけれども、この20年

近くたって、今現時点でこの条例を制定する理由

というのは、どんな理由があるのかお聞きをした

いと思います。 

 それと、先ほどもちょっと議論になっておりま

したけれども、国の法律では給付金に加えて様々

な支援策も、具体的に書かれているんですね。 

 例えば、保健医療や福祉サービス、あるいは居

住の安定に対する支援とか、雇用の安定支援など

が法律の中には、具体的にこういう支援策という

ことで盛り込まれているんですけれども、市の条

例では、この第７条で、総合的な支援を整備する
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ということで、一くくりになっているんですけれ

ども、この中にそういう国のほうで具体的に支援

として上げられているものも含んで、総合的とい

うふうに解釈すればいいのか、その辺、お聞きし

たいと思います。 

 それと、第８条で、先ほども総合的な相談窓口

を設置するということで書かれているんですけれ

ども、生活福祉課に置くということで、今御答弁

がございましたけれども、先ほどの議論もちょっ

とありましたけれども、生活福祉課の方々は、そ

れ以外にもたくさんの業務をこなしているわけで、

それこそやっぱりこういう相談をされる方という

のは、専門的な見地を持ってやっぱり配置をされ

ていなければ、対応できないというふうに思うわ

けです。 

 職員さんも、当然何年かすれば異動するわけで、

全員が全員やっぱりそういう知識とかノウハウを

持っているわけじゃないと思うんで、その辺、ど

うされるのか、ちょっと改めて確認をしたいなと

思います。 

 国の法律の中の相談の関係でいうと、犯罪被害

者等の援助に精通している者を紹介するというこ

とも書かれているんですけれども、具体的に例え

ば泉南市でそういう相談があったときに、どうい

うところにつないでいこうというふうに考えてお

られるのか。 

 条例を制定して、すぐにやっぱりそういう相談

が来る可能性もありますので、今から当然準備を

しておかなければいけないというふうに思います

ので、その辺、今どういうふうにお考えなのかを

お聞きしたいと思います。 

○竜田福祉保健部次長兼生活福祉課長 では、幾つ

か質問をいただきましたので、順番にお答えさせ

ていただきます。 

 まず１点目で、なぜ今このタイミングかという

質問がありました。確かに、委員御指摘のとおり、

この元の法律は平成16年制定ということなんです

けれども、大阪府のほうで条例がつくられたのが

平成30年だったかと思うんですけれども、やはり

その間もいろいろこういう条例づくり、対応づく

り、元の国のほうには各地方自治体にも、それに

応じた体制づくりというのが責務で入っています

ので、進めてはいたんですけれども、進捗が少し

ずつ進んでいたと。 

 ただ、つとにこういうふうに進み出したのが、

例えば少し前、2020年に京都で発生した京都アニ

メーションスタジオの放火事件であったり、ある

いは2021年の大阪市北区の雑居ビル、クリニック

での放火事件ということで、一斉にかなり大人数

の方に被害が出るという事件がありました。 

 そのときに問題になったのが、やはりこういう

犯罪被害者の支援条例がある自治体とない自治体

で、最初に集団的に支援するというときに、そこ

に住まわれている自治体で、こういう支援がある

なしというところが出てきて、そこが大きな問題

ということになりまして、やはりそこにしっかり

対応できるように急いで、こういった対応をつく

ってほしいというのは、泉南警察のほうからも要

請があったり、あとは大阪の弁護士会からも、そ

ういう要請が届くようになってきました。 

 そういったことを勘案しまして、当然巻き込ま

れないことが一番いいんですけれども、やはり巻

き込まれたときのことを考えて、対応が要るとい

うことで判断しまして、今回市としてこの条例を

提案させていただいたというところです。 

 次に、２つ目で、総合的支援の体制づくりなん

ですけれども、こちらは委員御指摘のとおり、今

先ほどの答弁いたしましたように、生活福祉課に

おいては、もう既にかなり前から生活困窮状態で

来たときに、関係課につないでという体制をつく

っていますので、そちらにおいても、まず泉南市

でこういう事態が起きたときには、今までの流れ

に沿った形で進めていきたいと。 

 ただ、ほかの事例とはやはり性格が異なるもの

ですので、やはり起きたときの対応というのは、

これから先ほども言いましたように、どうつない

でいく、どういうところに配慮を注意してという

ところでは、マニュアルといいますか、そういっ

たものをつくっていく必要があるというふうに考

えています。 

 次、３つ目で、相談を受ける職員ということな

んですけれども、確かに御指摘のとおり、そうい

う専門家という方がいれば一番安心はするところ

であるんですけれども、この事例がどれだけ発生
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する頻度があるかというところもあります。 

 市を見ますと、今福祉は割と専門職の方を積極

的に採用していますので、心理士であったり、福

祉士といういのを今採用していますので、こうい

う事例が起きましたら、その辺りに協力いただい

て対応を考えていきたいというふうに考えていま

す。 

 あとは、職員につきましても、先ほど言いまし

た今だんだんこういった形のケアといいますか、

相談の研修というのが増えてきていますので、そ

ちらにも積極的に参加して、そういう事例の対処

方法を学んでいきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○河部委員 ちょっと総合的な支援のところで、な

んかよく分からん御答弁だったんですけれども、

国の法律に書かれている内容については、全て網

羅した形で、この条例の中に書かれている総合的

な支援ということで読み取っていいのかどうかと

いう質問をしたので、国の法律に書かれている分

野については、全て市としても対応できますよと

いうことなのか。 

 特に、本会議でもちょっと森議員のほうが質問

されておりましたけれども、国の法律ができて近

年の事件等も踏まえて条例を制定していく機運が

高まってきているということで、市としても条例

を制定するということになっているとは思うんで

すけれども、条例の規則、今回、厚生文教常任委

員協議会で配られている資料なんかを見ても、メ

インはやっぱり支援金の支給ということで、まず

はこの条例をつくるというふうになっているんじ

ゃないんかなと。この規則だけを見ていると、そ

ういうふうな感じがするんです。 

 支援金の支給だけであれば、当然、生活福祉課

の中で窓口があって、こういう被害を受けました

と。これについて申請をしますということの対応

だけで、窓口対応だけでも当然いけるとは思うん

ですけれども、でも、やっぱりこの条例の趣旨か

らいくと、犯罪被害を受けて、その御家族、御遺

族も含めて、いろんなメンタルも含めた相談をし

たい、あるいは支援を受けたいという場合も、や

っぱり想定して、これをつくられるわけなので、

この条例の第２条の用語の意義の中の（３）で、

関係機関等の中に民間団体というものも具体的に

書かれているので、先ほど質問したように、一定

の想定がある中で、こういった条例の文面になっ

ていると思うんで、じゃ、この具体的に民間の団

体というのは、どこなんですかと、どういうとこ

ろですかというふうに、具体的にお答えは、先ほ

どもなかったのかなと思うんで、どういうところ

を想定されて、この条文に書かれているのか、ち

ょっとその辺も具体的に教えてほしいなと思いま

す。 

○竜田福祉保健部次長兼生活福祉課長 １点目の質

問にありました、この総合的窓口、全て法律に書

かれている分を対応できるのかと、雇用問題であ

ったり、住宅問題であったりというところかと思

うんですけれども、そちらにつきましては、その

辺りの問題につきましても、今ある体制の中でし

っかり対応していくということで考えています。 

 次に、あとは民間団体というところなんですけ

れども、今この泉州ブロックにどれだけその団体

があるかというところは、ちょっと全部把握はし

切れていないんですけれども、この間、少しやり

取りしましたのは、先ほど言いました、こういう

犯罪被害者の支援をしているのが、大阪の中にＮ

ＰＯ法人で大阪被害者支援アドボカシーセンター

というのが設置されています。 

 そちらのほうとも少し連絡を取り合ったんです

けれども、既にずっと取り組まれているというこ

とで、万が一泉南市で発生した場合は、そちらの

ほうと連携を取りまして、対処、対策なんかもい

ろいろ教えてもらいながら対応していきたいとい

うふうに考えています。 

○河部委員 ちなみに、ちょっと確認したいんです

けれども、これ例えばＤＶ被害で夫婦で旦那さん

からＤＶ受けて、被害を受けて、市に相談に来て、

そういった場合、例えばシェルターに行かれると

いう場合もありますので、これまでもそれはあっ

たと思うんですけれども、それが犯罪として一定

成立した場合、この条例に基づいての対応になる

のか、それとも別の形での支援になるのか、その

辺のすみ分けみたいなやつは、これは市の中でで

きているんですか。 

○竜田福祉保健部次長兼生活福祉課長 その辺りの
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すみ分けということなんですけれども、この犯罪

被害者の支援条例、こちらのほうに当てはまれば、

当然この条例で支援しますし、また従来からそう

いうＤＶへの支援というのは既に他部局でも取ら

れていますので、そちらにおいても支援するとい

うことで考えております。 

○楠委員 今回、犯罪被害に遭われた方への支援す

るための条例を制定するというところで、支援金

の支給をするというところがあると思うんですけ

れども、国のほうでも、先ほどから出ております

が、いろいろな犯罪被害に遭われた方に支援策が

あって、その支援金のところでいいますと、犯罪

被害給付制度というのがあるということで、こち

らも金額的な問題とかもあるんですけれども、支

給されるまでに、見たニュースですけれども、や

っぱり半年ぐらいかかっているというところもあ

るので、やはりそれまでに生活するためのお金と

いうものが必要になってくると思いますので、申

請してから支給されるまでに、どれぐらいの期間

を想定されているのか、早くしていきたいという

ような思いはあるとは思うんですけれども、それ

がどうなっているのかをお聞きしたいと思います。 

 あと、遺族支援金を支給するところで、婚姻の

届けをしていなくて、パートナーシップをされて

いる方々も対象になるということで、幅広く対象

を考えていただいているのかなと思うんですが、

規則ではそれがあって、条例のところで第３条の

４のところで、被害を受けたときから再び平穏な

生活を営むことができるようになるまでの間とい

うところで。これは本当に長期間の支援が必要に

なってくるかなと思いますので、その辺を、支援

するとなると、本当に１年、２年、３年とか長期

の支援が必要になってくると思うんですけれども、

そこもしっかりとしていく体制をつくっていかれ

るとは思うんですが、その辺の関係といいますか、

中身もどう考えているのか、お聞きしたいと思い

ます。 

○竜田福祉保健部次長兼生活福祉課長 まず、１点

目のどのぐらいの期間でということですけれども、

今、委員御指摘のとおり国のほうの制度でいいま

すと、その方の状況、年収であったりとか、いろ

いろ調査して、決定して、支給ということでやは

り半年から１年ぐらいかかるということをお聞き

しましたので、市としては当座のいろいろ必要な

経費に充てるということで考えておりますので、

申請を受けてから、そこはもうやはり２週間以内

では極力支援するようにということでは考えてお

ります。 

 次に、２つ目の支援体制ですけれども、やはり

おっしゃるように、いろんなケアということでは

長期間かかるということは当然思っておりますの

で、そちらはやはり先ほど言いました生活福祉課

が窓口になって、いろいろな関係課につなぐと、

そこは通常市民とも一緒なんですけれども、やっ

ぱり必要なケア、そういったことは、そこを十分

に時間を取って、それぞれの課で、それぞれ必要

な対策、対応をしていくということで考えており

ます。 

○楠委員 総合的な支援、先ほどからも、ほかの委

員さんからも言うていますけれども、本当に多様

といいますか、いろんな支援、心のケアもそうや

し、住むところと働くところというところで支援

もしっかりしていっていただきたいと思うのと、

あと、この金額のほうなんですが、当面の活動と

いいますか、生活する上で遺族、亡くなられた

ら30万円で、けがをされたりして10万円ですかね。 

 この金額というのは、どういうふうに決めたの

かを、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○竜田福祉保健部次長兼生活福祉課長 金額の算定

根拠なんですけれども、こちらのほうにつきまし

ては、既にこの条例を制定しています先行の自治

体、こちらを調べまして、やはりそことの整合を

図るということで、設定した金額になります。 

 以上です。 

○岡田委員 よろしくお願いいたします。 

 本当に市民の方が被害に遭われたとき、頼るべ

き身近なところは、やはり市になると思うんです。

先ほどから、この窓口になる課は生活福祉課とい

うことでお聞きをいたしまして、澁谷委員も河部

委員もおっしゃっていたんですが、私も本当に１

つの課では、すごく負担が大きいというふうに思

います。 

 他市、府下の状況とか近況もお聞きしたいんで

すが、その設置されているところは、どこが窓口



 

-14- 

になられているのかというのが、分かれば教えて

いただきたいと思います。 

 それと、規則の中、この中で文章が「被害を受

けていた者、児童虐待を受けていた者」というふ

うになっているんですが、ある自治体では「被害

を受けた者」とか「児童虐待を受けた者」とかい

う文章のところもあるので、ちょっとこの違いを

お聞かせいただきたいと思います。 

 それと犯罪被害者は誰でもなり得るんですが、

児童虐待や高齢者の虐待というのは、本当に見え

にくいと思いますので、その方たちにも、こうい

うのがあるという周知とか対応というのは、どの

ようにお考えになられているのか。 

 それと、支援金は１事案１回支援とのことです

が、何に使用するかは聞かないということでいい

のかどうか、ちょっと確認をしたいと思います。 

 それと、泉南市には犯罪被害者の週間というの

があるのかどうか、以上、お聞かせいただきたい

と思います。 

○竜田福祉保健部次長兼生活福祉課長 順番に説明

させていただきます。 

 まず１点目なんですけれども、どの部署が他の

団体を担っているのが多いかというところであっ

たんですけれども、今年令和５年４月１日現在で

すと、大阪府内でこの条例を設置しているのは７

団体ありました。 

 それを見ますと、うち６団体が人権担当部局、

１団体が防災危機管理担当部局が担っておりまし

た。 

 次に２つ目で、規則で「虐待を受けていた」と

いう表現になっている、その理由ということなん

ですけれども、こちらのほうは、規則で読んでい

ただきますと、この対象者というのは、基本は泉

南市の住民基本台帳に載っている方と。 

 ただ、そこに載っていなくて住まわれている方、

過去に他市とかで虐待を受けて泉南市に避難して

住んでおられる方、やはりそこは住民票を移さず

に住んでいるということなので、思いとしまして

は、過去にそういう虐待を受けていて、この泉南

市に避難して、今そこで住まわれているというこ

とで、規則にはもう過去、そういう虐待を受けら

れていた。今も避難しているので、そういう事象

は続いているということにはなるんですけれども、

思いとしては、そういう形で過去にあって、今泉

南市に避難してきている方という思いです。 

 次に、虐待を受けている方にどう周知していく

かというところなんですけれども、こちらにつき

ましては、この条例が制定されて以降、されたら、

やはり広報であったり、市のホームページ、ある

いはそういうチラシも作って、いろいろ積極的に

こういう条例ができましたというのは、周知して

いこうというところを思っていますので、特にそ

ういう虐待問題に関係した部署にも、そういうチ

ラシをまきまして、協力をお願いしようというこ

とで思っております。 

 次に、この支援金の使用目的は聞かないのかと

いうところですけれども、これはもうその困った

方、それぞれに応じた形で使ってもらうというこ

とで思っていますので、使用目的は問いません。 

 それからあとは、事象の件数なんですけれども、

こちらにつきましては、この条例を制定するに当

たって泉南警察に確認しましたところ、令和４年

度１年間で、この条例に当たるような事象、これ

は泉南警察管内ですけれども、８件、これは殺人

が１件、殺人未遂事件が１件、それから性犯罪が

６件あったと。令和５年につきましては、ちょっ

と聞いたのがこの直前ですので、11月８日現在に

はなるんですけれども、この泉南警察署管内で、

殺人未遂１件、性犯罪が７件あったというふうに

お聞きしています。 

○加渡福祉保健部長 先ほどから窓口、それと体制

整備について御質問いただいているんですけれど

も、先ほど次長が申しましたように、大阪府下で

まだこの条例を運用しているのは７団体といった

状況でございます。 

 体制を整えてから、条例をつくると１年遅れて

しまうということになりますので、これは市民が

置き去りになってしまいますので、まずもって福

祉のほうで窓口を設けさせていただくということ

です。 

 そして、御指摘いただいていることはごもっと

もだと思います。ですから、今の職員２名体制で

すけれども、かなり負担がかかるということは承

知していただいている上で、やはり専門スキルを
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持った専門職、こういう職員が必要であるという

ことで、市のほうと話はさせてもらっているよう

な状況です。 

 それと、既存の事業で支援策を対応していきた

いということも考えてございます。 

 それと、やはり長い間支援が必要となる方もい

らっしゃると思います。ですから、伴奏型で寄り

添って支援をしていく、そして、たらい回しじゃ

なくて、つないでいくという、そういう形で丁寧

に対応はしていく必要があるという、これはもう

職員全員認識しておりますので、体制については、

今後整備を進めていきたいと考えてございますの

で、よろしくお願いします。 

○岡田委員 分かりました。じゃ体制のほうはしっ

かり、またよろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

 それと小・中学生の場合、虐待の場合もありま

すし、ＳＮＳの誹謗中傷もあるかと思うんですが、

これは学校での犯罪被害者に関する学習について、

教育委員会の方がいらっしゃるので、お考えがあ

りましたらお聞かせいただきたいと思います。 

○桐岡教育部長 今回のこの本条例施行規則、もし

くはそれ以外に関係しますと、学校におきまして

は、当然学校の中での子どもの状態については、

学校の先生が中心となって観察していくとともに、

専門家であるスクールソーシャルワーカーさん、

それからスクールカウンセラーさん、それらの専

門家の方と情報共有しながら、子どもの経緯を見

守っていきたいと考えております。 

 その上で、この条例に該当するような事例があ

りますことにつきましては、当該警察のほうにも

情報共有をして、その対応策のほうを検討してい

く必要があると認識しております。 

 以上です。 

○岡田委員 ありがとうございます。 

 学校の責務としまして考えている自治体では、

中学生向けの支援として教育チラシを作成してい

るところもあるんですね。また、そういうことも

ちょっと１つ考えていただきたいなというふうに

思います。 

 あと、泉南市、すみません、さっきお答えいた

だいたのかどうか分からないんですが、犯罪被害

者の週間、そういう週間というのは、例えば11月

につくっているとか、そういう週間があるのかど

うか、それをお聞かせいただきたいと思います。 

○竜田福祉保健部次長兼生活福祉課長 申し訳ない

です。その犯罪被害者のそういった週間というの

は、今回、条例も初めてということで、市として

何かそういった週間、そういう日をつくってとい

うのは、今までそういう対応はしておりません。 

○岡田委員 ぜひ市長、すみません、お考えいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○山本市長 今回提出させていただいております条

例案につきましては、まさに私が就任後、先ほど

も話がありました泉南警察署前署長と官公庁連絡

会等を含めて、そういった話が始まりまして、ま

さに１年ほど前から議論を重ねてきた中で、今回

その提案に至った経緯がございます。 

 近隣でいきますと、今年１月に泉佐野市が支援

の条例を制定されたわけでございますけれども、

遡れば2022年３月に、各大阪府内の全ての市長、

それから全ての議会の議長さん宛てに、大阪弁護

士会が今回の条例に関するものを、それを全ての

市町村で制定をしてくださいという旨の要望書が

提出をされてございます。 

 これを、最初は泉南警察署の皆さんと話をして、

いかにして犯罪を防止していくのかという観点と、

それから犯罪に遭ってしまわれた方に対する支援

というのは、これはどちらもやっぱり必要であろ

うという、その話の中で議論をする、その中でこ

ういった過去からの経緯も遡って見ていく中で、

やはり先ほど様々な質問がありましたけれども、

自治体によっては見舞金というふうに表現をされ

る自治体もありますけれども、うちに関しまして

は支援金という形で、まずは先ほど国の様々な支

援制度もありますけれども、なかなか国の支援制

度に関しましては、やはり支給までに時間がかか

るということであったりとか、金額等の様々な課

題もございまして、自治体としてもしっかりとそ

こは支援していくことが望ましいといったような、

そういう話もございました。まずは、やはりこの

支援金の創設をしていきたいと、そういった話が

ありました。 
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 その中で、単に支援金だけではなくて、やはり

様々な相談に乗るとか、そういった支援体制も当

然のことながら、支援金だけで終わりですよとい

うわけには絶対いきませんので、そういった意味

で、しっかりとその相談体制も、これからつくっ

ていかなければいけないという話になりました。 

 とはいえ、やはり今まで積み上げてきたものが

あるわけではございません。これまでもやってい

る自治体もあるんですけれども、それぞれの自治

体の取組の事例も踏まえて、これからどういった

御相談が来るかというところも、しっかり踏まえ

た上で、体制の構築が必要になってくるであろう

というふうに考えてございます。 

 専門的人材を泉南市において配置をするべきな

のか、それともやはり専門的な相談にしっかりと

乗るために、人材を配置するのではなくて、そこ

に関しては、関係団体と連携をしながら対応して

いくのか、この辺りに関しましては、行政として

はっきりこれでいくというふうに現時点で決まっ

ているものではございませんので、しっかりとま

ずこの条例を制定させていただきながら、この泉

南市の実情に応じて体制の充実を図ってまいりた

いというふうに考えでございます。 

 ですので、先ほど委員から御指摘いただきまし

た内容も、しっかりこれから検討していきたいと

いうふうに思います。 

○石橋委員 性犯罪についてお伺いします。 

 先ほども次長から警察の数字で６件というのが

この管内でもあったということと、昨日も元自衛

官の方の報道もあって、あれも最初は不起訴とい

うことだったと思いますし、そもそも性犯罪とい

うのは訴えにくいことで、実際、朝日新聞は、チ

ームを組んで、性犯罪に取り組んでいるのも、犯

罪被害者の会に足を運んで、当事者の声を聞いて、

聞いてようやく取材しているという状況です。 

 なぜ、それを聞くかといいますと、現在の状況

で、先ほど京都アニメーションとか、大阪市北区

のビルの話があったんですけれども、性犯罪も非

常に分かるようになった中、今回担当部署としま

して、先ほど部長も市長も御説明があったんです

けれども、相談体制とかあったんですけれども、

やはりその辺の専門性のスキルとか、人材確保に

今回の条例制定に当たって、やっぱり性犯罪の意

識というか、取組というのは、どの程度考えられ

たのか、お尋ねいたします。 

○竜田福祉保健部次長兼生活福祉課長 性犯罪に対

する相談体制ということなんですけれども、こち

らにつきましては、先ほどの答弁にもありました

既存の枠組みを使ってということで、こちらもこ

ういう事象が起きたときには、今人権部局も担当

で、こういう相談に乗ったりということをしてい

ますので、市の窓口、生活福祉課にそういう相談

がありましたら、そういった部局と連携して相談

に乗って対応していきたいということで考えてい

ます。 

 以上です。 

○石橋委員 非常に教科書的な御答弁やと思うんで

すけれども、私はやはり個々の被害者のもうちょ

っと意識、これはやっぱり犯罪被害者というのは、

性犯罪に限らず、学校の中の問題も、そういう団

体もありますので、ある意味、意識をもうちょっ

と持っていただきたいと思って、これは要望にし

ておきます。ありがとうございます。 

○堀口委員長 以上で本件に対する質疑を終結いた

します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第13号「泉南市手数料条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題とし、質疑

を行います。質疑はありませんか。 

○楠委員 それでは、お聞きします。条例の一部を

改正するということで、手数料自体は変わらない

ということなんですけれども、表現が物すごくや

やこしいなと思いまして、それぞれが何を指すの

かをちょっと詳しく教えていただきたいなと思い

まして、お聞きしたいと思います。 

 電子化された届書等情報の内容の証明書の交付
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とか、戸籍も除籍もそうですけれども、電子証明

書提供用識別符号の発行というところで、すみま

せんけれども、説明をお願いします。 

○森市民課長 お答えいたします。 

 表現につきましては、標準手数料政令のほうか

ら引用している部分でございまして、非常にやや

こしい表現となっているということについては、

おわびを申し上げます。 

 その上でなんですけれども、お尋ねのありまし

た電子化された届書等情報、これについては証明

書の交付でありますとか、閲覧についての規定が

今回盛り込まれたというところでございます。 

 電子化された届書等情報というものは、今回の

戸籍事務がコンピューター化、電子化されるとい

うことがございまして、例えば婚姻届であります

とか出生届、そういった戸籍の届書自体を電子デ

ータとして保存をするという形に変わってござい

ます。 

 今まででしたら紙ベースで全て管理をしていた

ものが、電子化された、スキャナーで取り込んだ

情報になってまいります。そういった届書情報の

内容について証明書の交付であるとか、閲覧につ

いての規定が、今回新たに盛り込まれたというこ

とになってございます。 

 それから、もう１点新規として設定されてござ

います戸籍または除籍の電子証明書提供用識別符

号というところでございます。 

 非常に長いんですけれども、電子証明書という

ところと提供用識別符号というところをちょっと

分けて御説明いたしますと、まず、戸籍の電子証

明書というものは、現状戸籍の証明書、紙ベース

での添付が義務づけられております行政機関への

申請手続等において、今後は戸籍の電子の証明書

を用いることで添付を省略するという方法が検討

されておるところでございます。 

 この提出先の行政機関からの求めに応じて、戸

籍の証明書を提出すると、今まででしたら紙ベー

スの証明書であったわけですけれども、電磁的記

録として提出をする、こういったことが検討され

ているということでございます。 

 その戸籍の電子証明書というものは、申請先の

行政機関から法務省が所管しておりますサーバー、

こちらに対しましてダウンロード申請といいます

か、要求いたしまして、戸籍の電子証明書を行政

機関側で確認をするという流れになるわけでござ

いますけれども、そのダウンロードをする際のパ

スワードというふうに御理解をいただいて差し支

えないのかなというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○楠委員 ダウンロードをするパスワードみたいな

ものということですけれども、これは個人でダウ

ンロードができるというようなことになるのでい

いのかというのと、あと今回戸籍証明書等が広域

交付ということで、本籍地が泉南市以外でも戸籍

と除籍とを発行できるようになるということかと

は思うんですが、今もお聞きしましたが、電子デ

ータでやり取りをするようになるということなの

で、その本籍地以外で泉南市の戸籍を欲しいとい

うことで申し込みますと、その原本というのが、

泉南市以外に残ることになると思うんですけれど

も、そちらの原本といいますか、届出された書類

とかはどうなるのかをお聞きしたいと思います。 

○森市民課長 まず１点目でございます。個人でダ

ウンロードを行うかどうかという点につきまして

は、こちらについては、申請手続を受け付ける行

政機関側で行うものでございます。個人からのア

クセスについては、一切することができないシス

テムになってございます。 

 それから、原本ということでございます。戸籍

の届書に関してという理解でよろしいでしょうか。

（「ああ、そうですね。届出ですね」の声あり）

本籍地以外で戸籍の届書を提出なさった場合に、

その届書がどうなるかというお尋ねかと思います。 

 今後、この電子化に伴いまして戸籍の届書自体

を電子化するということになりますと、その届書

のデータでありますとか、それから市町村側で補

正を行った情報、こういった情報を含めまして、

全て戸籍情報連携サーバーというところに電子情

報を上げるという形になります。 

 戸籍の届書の情報については、そういった形で

保存がされると。届出をされた紙ベースの元々の

原本、これについては市町村側での保管というこ

とになってございます。 
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 以上です。 

○河部委員 すみません、ちょっと１つだけ確認し

たいんですけれども、今回のこの条例改正で、い

わゆるどこのまち、市町村でも戸籍とか住民票と

か取れるというふうになるということでいいんで

すよね。 

 これまでやったら、例えば泉南市に戸籍を置い

ている方については、泉南市役所の窓口に来ない

と戸籍を取得できないということやったと思うん

ですよ。 

 これまで戸籍等の不正取得という問題が過去に

事件があって、それぞれの市町村で本人通知制度

という制度ができて、第三者から不正に取得され

た場合については、登録している方に対して、戸

籍や住民票を取られていますよというように通知

するという制度をつくられて、泉南市でもこうい

う制度があると思うんですけれども、それの対応

というのは、今回の件では対応はできるんですか。 

○森市民課長 本人通知についてのお尋ねでござい

ます。この広域交付につきましては、交付の要件

というのが厳格化されているということがまずご

ざいます。本人さん、あるいはその戸籍に登載さ

れている方の直系尊属、あるいは直系卑俗の方、

あるいは配偶者の方、この方が写真付きの身分証

明書を持って請求をしなければならない。それ以

外の交付には応じることができないというのが、

まず前提でございます。 

 委任状を持参した場合についても応じることが

できないということになってございますので、第

三者から広域交付を行うということはまずできな

いというのが前提でございます。 

 それでも、もし取られた場合ということでござ

いますけれども、発行履歴に限らず検索履歴も含

めて、全て戸籍情報連携システムのほうには登録

が残る形になってございます。 

 そういったところで、本人通知制度を利用され

ている方については、泉南市に登録されている方

であれば、その方がよその市町村で戸籍を取られ

た場合についても、把握ができるようになってご

ざいます。 

 以上です。 

○澁谷委員 先ほど河部委員が言われた部分の確認

ですけれども、そうしましたら、今まででしたら

委任状とか、代理人のそういうのができたんです

けれども、それも一切できないということでしょ

うかね。 

 さっき言われた要件としては、本人もしくは直

系親族、そして配偶者、どこら辺まで入るのか、

今までだったら戸籍郵送でというか、郵送もでき

ないと、できるんでしょうかね。代理人はもうで

きないということですよね。その辺ちょっと聞か

せてください。 

○森市民課長 まず、請求することができる方につ

いてでございます。その戸籍に載っている中の御

本人さんはもちろんです。それから、その配偶者

の方、それから祖父母などの直系尊属、子、孫な

どの直系卑属、この方々に限定がされます。 

 それから、先ほど少し申し上げましたけれども、

取得する上で必要となる条件といいますか。制限

事項でございますけれども、窓口に来られた方の

顔写真付き身分証明書、運転免許証、もしくはマ

イナンバーカード、パスポート等の提示が必要と

なります。 

 それから、郵送及び委任状を用いた代理人によ

る請求というのはできません。それから、もう１

点、戸籍謄本はできるんですけれども、戸籍抄本、

あるいは一部事項証明書については請求ができな

いということになってございます。 

 これにつきましては、広域交付というものが通

常泉南市であれば自庁内の戸籍に限らず、多くの

戸籍の情報を入手する機会となるということがご

ざいますので、広域交付時には厳格な本人確認、

これを求める運用というものが、戸籍法改正に係

る法制審議会において議論がなされたという経過

がございまして、市町村において、その裁量の余

地といいますか、そういったところはないという

ふうにされているところでございます。 

 以上です。 

○澁谷委員 ありがとうございました。 

 そうしたら、この制度、先ほどもちょっと言わ

れましたけれども、この制度を使って戸籍の証明

等の添付が省略できる、そういうふうな手続とい

うのはありますか。今後また、今はないけれども、

こういうことを予定しようと思っておられること、
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例えば戸籍のそれが必要な書類は児童手当とか、

パスポート、婚姻届、なんかいろいろとあると思

うんですけれども、その辺ちょっと教えてくださ

い。 

○森市民課長 今後ということでございます。現状

では特には戸籍証明書関係の紙ベースのものを省

略できるものというのは想定されていないところ

でございますけれども、現状私どもで把握をして

いる限りにおいては、パスポートの発給申請、こ

ちらについては、戸籍謄本の添付が必要とされて

いるところでございますけれども、今後マイナポ

ータルを通じて、オンラインで請求をする制度と

いうものが構築されると。その際に、先ほど少し

御説明申し上げました戸籍電子証明書提供用識別

符号、こちらを利用することによって、オンライ

ン上での手続が完了するというふうなところが想

定されているというところでございます。 

 ただ、これにつきましては、提出先の行政機関、

このパスポートの場合でありますと外務省という

ことになるかもしれませんけれども、そちらのほ

うでの制度整備であるとか、システム整備等が必

要となる関係上、早くても令和６年度末、令和７

年３月頃の予定というふうに聞いてございます。 

 以上です。 

○澁谷委員 ありがとうございました。 

 私、いつかの一般質問で選挙権の自治体以外に

遠距離で住んでいる方が、自分の選挙権を、投票

権を請求する際に、マイナンバーカードを使って、

自分の戸籍、役所で市役所から送ってもらう分に

関して省略できるというようなところを質問した

と思うんですけれども、それには今回のこの分は

関係するんでしょうか。それだけお願いします。 

○森市民課長 直接的には、このマイナンバーとは

今回の広域交付でありますとか、戸籍電子証明書

提供用識別符号についても、マイナンバーとは関

連づけのないものでございます。 

 マイナンバー制度に基づいた情報提供について

も、検討はなされているというふうには聞いてお

りますけれども、具体の内容については、まだお

示しのないところということでございます。 

 以上です。 

○岡田委員 よろしくお願いいたします。 

 いろいろ改正すればメリットはいろいろお聞き

をしたんですが、戸籍に読み仮名が必須となり、

全ての人が１年以内に本籍地など、市町村に読み

仮名の申請が求められるというふうに調べたらあ

ったのですが、それについて説明いただきたいの

と、あと、戸籍電子証明書提供用の識別符号は１

件につき400円なんですが、除籍のほうは700円と

いうふうにありまして、ちょっとこの値段の差と

いうのは何なのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

○森市民課長 振り仮名につきましては、確かに今

作業を行っている最中ではございますけれども、

今回のこの条例に関しては全く関係をしてござい

ません。 

 今後、令和６年度以降、戸籍の氏名について振

り仮名を付与するという作業が予定されていると

ころでございまして、様々方法が検討されており

ますけれども、住民票上の現在付いている読み仮

名を暫定的に適用した上で、御本人様に対して、

この読み仮名で正しいかどうか、そういったとこ

ろを確認する通知を差し上げるであるとか、そう

いったところは今検討がされているところでござ

います。 

 それから、識別符号の400円と700円の差という

ことでございます。すみません、こちらについて

は、どういった議論の経過をたどってこういう金

額になったのかというのは把握をしてございませ

んけれども、戸籍の証明書が450円、除籍の証明

書が750円ということでなってございますので、

この辺のところを勘案したのかなというところで

ございます。申し訳ございません。 

 以上です。 

○宮阪市民生活環境部長 氏名の振り仮名の法制化

につきましては、今回の12月補正予算で上げさせ

ていただいているシステム改修のほうで計上させ

ていただいております。 

 今年度システム改修を行い、予定としては来年

度ぐらいに住民票の氏名の読み仮名を収集いたし

まして、その後、市民に通知して確認をしていた

だくというようなスケジュールになってございま

す。 

○堀口委員長 よろしいですか。ほかはないですか。
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――――よろしいですか。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第13号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第13号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第14号「泉南市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定について」を議題とし、

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○楠委員 今回改正するに当たりまして、子育て世

帯の負担軽減というところで、国民健康保険に加

入している方で、出産の予定されている方は何人

ぐらいおられるのかをお聞きしたいのと、あと、

今回多胎妊娠とかでも、その対象といいますか、

月が違うんですけれども、所得割と均等割が減額

されるとあるんですが、その金額は大体どれぐら

いが減額になるのが想定されているというか、分

かるんでしたら、ちょっとお聞かせいただきたい

と思います。 

 あと、もし対象になられる方がいてはって、そ

の方でもし滞納、国保を滞納されているとかいう

場合は、その制度を申請できるのかどうかも、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

○増田保険年金課長 御答弁申し上げます。 

 出産の件数の想定を御質問だと思います。令和

５年度の予算の見込みでは、年間で140件を見込

んでおりまして、おおむね１月から３月の今回の

対象の期間では、35件程度を想定してございます。 

 減額の金額が大体どれくらいかについての御質

問でまいります。お一人の非課税所帯という前提

でまいりますと、７割軽減を受けておられる御家

庭で40歳未満という想定でまいりますと、年税額

が２万 6,500円が２万2,000円になりますの

で、4,400円程度減額、４か月分でされるという

ふうな形になります。 

 あと、夫婦お二人の場合でも、減額の対象が出

産された奥さんだけになりますので、金額は変わ

りございません。あと一定の収入がある場合に、

所得100万円で５割軽減がかかっているケースで

まいりますと、４か月分で３万円余りが減額され

るであろうということでございます。 

 あと、同じく所得200万円の場合ですと、２割

軽減がかかっているという想定でまいりますと、

４か月分で７万5,000円余り、所得300万円という

想定でまいりますと、４か月分で11万8,000円程

度減額されるという想定になってございます。 

 それと、出産に当たって、保険料の滞納があっ

たという御質問ですけれども、今回の場合は給付

といいますか、お金を支給するのではなくて、賦

課をしている保険料を減免するということになり

ますので、滞納があるから、ないからということ

には影響なく、４か月分が減額されるということ

ですので、滞納は関係ないと思います。 

 以上でございます。 

○楠委員 お答えいただきました。出産に関しては、

やはりお金がかかるというところで、正常分娩

で53万円で、出産一時金とかでもありますけれど

も、それでもやはり分娩した、出産した後もお金

がかかってくるというところでいうと、国保、ち

ょっと今回の条例には関係ないかもしれませんが、

国保自体がやはりもう高いというような中で、出

産されますので、公費投入というのも市長会とか

でも、一定要望していただいていると思いますが、

やはり国保自体を引き下げるような取組も、また

市としても考えていただきたいと思います。要望

といいますか。これで終わります。 

○堀口委員長 ほかにないですか。――――以上で

本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第14号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第14号は、原案のとおり可決されました。 

 以上で本常任委員会に付託されました議案の審

査を終わります。 
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 次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出につ

いてお諮りいたします。 

 お諮りいたします。本委員会の所管事項につき

ましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継

続調査の申出を行いたいと思います。これに御異

議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議長

に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決

定いたしました。 

 なお、閉会中において調査を行う事件につきま

しては、委員長に一任していただきたいと思いま

す。 

 以上で本日予定しておりました議案審査につき

ましては全て終了いたしました。委員各位におか

れましては、慎重なる御審査をいただきまして、

誠にありがとうございました。 

 なお、本会議における委員長の報告につきまし

ては、私に一任していただきますようお願いいた

します。 

 これをもちまして、厚生文教常任委員会を閉会

いたします。お疲れさまでした。 

午前１１時５０分 閉会 

（了） 

 

 

 

 

 

 委員長署名 

 

  厚生文教常任委員会委員長 

 

   堀 口 和 弘 


